
令和　８年　３月２５日

（株）高橋工務所

新潟県中魚沼郡津南町下船渡戊２１６－１

令和７年度中津川出張所管内保全作業

新潟県十日町市（清津川下流域）、新潟県中魚沼郡津南町（中津川下流域）、
長野県下水内郡栄村（中津川上流域）

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年　３月３１日

４５，４１９，０００円（税込み）

－１，１００，０００円（税込み）

４４，３１９，０００円（税込み）

工事請負契約書第１８条（条件変更等）第５項に基づく変更

流路（各流域毎に）一式

・応急処理工　一式　・資材　一式

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

（中津川下流域）（清津川下流域）（中津川上流域）

流路（各流域毎に）　一式

・応急処理工　一式

・資材　一式

工 事 種 別

工 事 場 所

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称



令和　７年　３月２８日

（株）高橋工務所

新潟県中魚沼郡津南町下船渡戊２１６－１

令和７年度中津川出張所管内保全作業

新潟県十日町市（清津川下流域）、新潟県中魚沼郡津南町（中津川下流域）、
長野県下水内郡栄村（中津川上流域）

維持修繕工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年　３月３１日

　４４，１１０，０００円（税込み）

＋　１，３０９，０００円（税込み）

　４５，４１９，０００円（税込み）

・工事請負契約書第６２条（補足）に基づき、令和７年３月から適用する公共
工事設計労務単価の適用による変更


変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称


